
 

 市報第12号 

横浜市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の

実施に係る人員等の基準に関する条例及び横浜市指定介

護予防支援等の事業の人員及び運営、指定介護予防支援

等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準

に関する条例の一部改正についての専決処分報告 

 市長専決処分事項指定の件（昭和28年３月２日議決）により、令

和６年６月25日横浜市地域包括支援センターにおける包括的支援事

業の実施に係る人員等の基準に関する条例及び横浜市指定介護予防

支援等の事業の人員及び運営、指定介護予防支援等に係る介護予防

のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例の一部を次のと

おり改正したので、地方自治法第 180 条第２項の規定により報告す

る。 

令和６年９月10日 

横浜市長 山 中 竹 春 

 横浜市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係

る人員等の基準に関する条例及び横浜市指定介護予防支援等の事業

の人員及び運営、指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果

的な支援の方法等の基準に関する条例の一部を改正する条例をここ

に公布する。 

令和６年６月25日 

横浜市長 山 中 竹 春 

横浜市条例第38号

横浜市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の

実施に係る人員等の基準に関する条例及び横浜市指定介
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護予防支援等の事業の人員及び運営、指定介護予防支援

等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準

に関する条例の一部を改正する条例 

（横浜市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に

 係る人員等の基準に関する条例の一部改正） 

第１条 横浜市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実

施に係る人員等の基準に関する条例（平成26年９月横浜市条例第

50号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第２項中「第 140 条の66第１号ロ(2)」を「第 140 条の66

第１号イ」に改める。 

（横浜市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営、指定介護予 

防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に

関する条例の一部改正） 

第２条 横浜市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営、指定介

護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基

準に関する条例（平成26年９月横浜市条例第52号）の一部を次の

ように改正する。 

第15条第１号中「第 140 条の66第１号ロ(2)」を「第 140 条の66

第１号イ」に改める。 

  附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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参 考

市 長 専 決 処 分 事 項 指 定 の 件 （ 抜 粋 ）

 地 方 自 治 法 第 180 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 次 に 掲 げ る 事 項 中 異 例

に 属 す る も の の ほ か 、 市 長 に お い て 専 決 処 分 に す る こ と が で き る 。

（ 第 １ 号 か ら 第 ６ 号 ま で 省 略 ）

(7) 法 令 の 制 定 、 改 正 又 は 廃 止 に 伴 う 当 該 法 令 の 題 名 、 条 項 号 、

用 語 等 を 引 用 す る 規 定 の 整 理 そ の 他 の 当 然 必 要 と な る 条 例 等 の

改 正 に 関 す る こ と 。 

  地 方 自 治 法 （ 抜 粋 ） 

第 180 条  普 通 地 方 公 共 団 体 の 議 会 の 権 限 に 属 す る 軽 易 な 事 項 で 、

そ の 議 決 に よ り 特 に 指 定 し た も の は 、 普 通 地 方 公 共 団 体 の 長 に お

い て 、 こ れ を 専 決 処 分 に す る こ と が で き る 。 

前 項 の 規 定 に よ り 専 決 処 分 を し た と き は 、 普 通 地 方 公 共 団 体 の

長 は 、 こ れ を 議 会 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。 
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